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○ 埼玉県立学校への外国語指導助手派遣業務（東部地区）に関する入札公告(高校教育指導
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○ 一般国道二百五十四号の区域変更(熊谷県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事完了公告(川越建築安全センター)
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○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)
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１ 調達内容 

 (1) 購入等件名及び数量 

   消防設備士講習業務（予定人員 消火設備に係る講習 ２６０人、警報設備

に係る講習 ５５０人、避難設備・消火器に係る講習 ２９０人） 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

      入札説明書及び仕様書による。 

 (3) 履行期間 

   契約締結日から平成２３年３月１１日（金）まで 

 (4) 履行場所 

   埼玉県内 

 (5) 入札方法 

   入札金額は、業務の種別ごとの単価及びその単価にそれぞれの予定人員を乗

じて得た額並びにその合計額を記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書の合計の欄に記載された金額に当該金

額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

 (2) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成２０年埼玉県告示第１０３２号）に基づく物品等競

争入札参加資格者名簿に登載され、業種区分が「催物、映画及び広告の企画・

製作並びにその他役務」で、「催物の企画・運営等関連業務」を行う者である

こと。 

 (3) 公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく入札参加停止措置を受けていない者

であること。 

 (4) 公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平

成２１年４月１日施行）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であるこ

と。 

３  契約条項を示す場所等 



  (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

      〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉

県危機管理防災部消防防災課予防担当 生方 貴学 電話０４８－８３０－

３１６８（直通） 

  (2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   公告日から平成２２年３月２３日（火）午前１０時までの間、上記(1)の交付

場所において交付する。 

  (3) 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 

    埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉県庁第二庁舎３階危 

   機管理防災部会議室 

  イ 日時 

     平成２２年３月２３日（火）午前１０時 

  (4) 入札・開札の場所及び日時 

  ア 場所 

    上記(3)アに同じ。 

  イ 日時 

     平成２２年３月３０日（火）午前１０時 

４ その他 

 (1) 入札保証金及び契約保証金 

   ア  入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（１００分の５以上）を

乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉

県規則第１８号。以下「財務規則」という。）第９３条第２項の規定に該当

する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約単価に予定人員を乗じた金額の合計額に契約保証金

の率（１００分の１０以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財

務規則第８１条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 (2) 入札者に要求される事項 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

所定の日時までに提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

また、入札事務の担当者から提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 



  イ 入札者は、上記３(4)に従い、入札書を提出しなければならない。 

 (3) 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に要求される義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ  財務規則第９７条の規定に該当する入札書 

 (4) 契約書作成の要否 

   要 

 (5) 落札者の決定方法 

   財務規則第９４条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 (6) 手続における交渉の有無 

      無 

 (7) 特記事項 

   平成２２年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当

該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 (8) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 
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次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
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玉
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告
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第
三
百
八
十
五
号



１ 調達内容 

 (1) 購入等件名及び数量 

   危険物取扱者保安講習業務（予定人員 給油取扱所の危険物取扱者に係る講  

習 １，７００人、その他の施設の危険物取扱者に係る講習 ３，８００人） 

一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

      入札説明書及び仕様書による。 

 (3) 履行期間 

   契約締結日から平成２２年１２月２４日（金）まで 

 (4) 履行場所 

   埼玉県内 

 (5) 入札方法 

   入札金額は、業務の種別ごとの単価及びその単価にそれぞれの予定人員を乗

じて得た額並びにその合計額を記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書の合計の欄に記載された金額に当該金

額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

 (2) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成２０年埼玉県告示第１０３２号）に基づく物品等競

争入札参加資格者名簿に登載され、業種区分が「催物、映画及び広告の企画・

製作並びにその他役務」で、「催物の企画・運営等関連業務」を行う者である

こと。 

 (3) 公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく入札参加停止措置を受けていない者

であること。 

 (4) 公告日から入札日までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平

成２１年４月１日施行）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であるこ

と。 



３  契約条項を示す場所等 

  (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

      〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉

県危機管理防災部消防防災課予防担当 生方 貴学 電話０４８－８３０－

３１６８（直通） 

  (2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   公告日から平成２２年３月２３日（火）午前１１時までの間、上記(1)の交付

場所において交付する。 

  (3) 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 

    埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉県庁第二庁舎３階危 

   機管理防災部会議室 

  イ 日時 

     平成２２年３月２３日（火）午前１１時 

  (4) 入札・開札の場所及び日時 

  ア 場所 

    上記(3)アに同じ。 

  イ 日時 

     平成２２年３月３０日（火）午前１１時 

４ その他 

 (1) 入札保証金及び契約保証金 

   ア  入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（１００分の５以上）を

乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉

県規則第１８号。以下「財務規則」という。）第９３条第２項の規定に該当

する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約単価に予定人員を乗じた金額の合計額に契約保証金

の率（１００分の１０以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財

務規則第８１条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 (2) 入札者に要求される事項 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

所定の日時までに提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。

また、入札事務の担当者から提出した書類に関し説明を求められた場合は、



それに応じなければならない。 

  イ 入札者は、上記３(4)に従い、入札書を提出しなければならない。 

 (3) 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に要求される義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ  財務規則第９７条の規定に該当する入札書 

 (4) 契約書作成の要否 

   要 

 (5) 落札者の決定方法 

   財務規則第９４条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 (6) 手続における交渉の有無 

      無 

 (7) 特記事項 

   平成２２年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当

該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 (8) その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 
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示 

 
 昭

和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号
（
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
等
に
お
い

て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の
指

定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一
中
「
、
北
埼
玉
郡
騎
西
町
、
北
川
辺
町
及
び
大
利
根
町
」
を
削
り
、
「
、
白
岡
町
及
び
菖
蒲
町
」

を
「
及
び
白
岡
町
」
に
改
め
、
「
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
、
」
を
削
る
。 

一
ロ
中
「
区
域
の
う
ち
」
の
下
に
「
、
加
須
市
大
字
正
能
、
大
字
戸
崎
及
び
大
字
道
地
」
を
加

え
、「
、
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
正
能
、
大
字
戸
崎
及
び
大
字
道
地
」
を
削
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
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 昭

和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号
（
振
動
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
工
場
等
に
お

い
て
発
生
す
る
振
動
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
振
動
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の

指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
「
、
児
玉
郡
」
の
下
に
「
美
里
町
、
」
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

「
、
児
玉
郡
」
の
下
に
「
美
里
町
、
」
を
加
え
、
「
、
北
埼
玉
郡
騎
西
町
及
び
大
利
根
町
」
を

削
り
、
「
、
白
岡
町
及
び
菖
蒲
町
」
を
「
及
び
白
岡
町
」
に
改
め
、
「
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
、
」
を

削
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
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 平

成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
（
悪
臭
防
止
法
第
三
条
に
規
定
す
る
規
制
地
域
の
指

定
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
規
制
基
準
の
設
定
に

つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
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別
表
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一
中
「
、
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埼
玉
郡
北
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、
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埼
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郡
宮
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及
び
菖
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町
並
び
に
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飾
郡
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町
」
を
「
及
び
南
埼
玉
郡
宮
代
町
」
に
改
め
る
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 平

成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
（
悪
臭
防
止
法
第
三
条
に
規
定
す
る
規
制
地
域
の

指
定
並
び
に
同
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
規
制
基
準
の
設
定

に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
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上 
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司 

別
表
第
一
中
「
、
北
埼
玉
郡
騎
西
町
及
び
大
利
根
町
」
及
び
「
鷲
宮
町
、
」
を
削
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号
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県
営
土
地
改
良
事
業
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ほ
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事
業
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を
平
成
二
十
一
年
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八
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
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示

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類

小
倉
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
津
川
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

王
冠
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

王
冠
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
津
川
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
津
川
２

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
津
川
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
津
川
３

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号



中
津
川
３

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

寺
井
麻
生
１

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

寺
井
麻
生
１

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

寺
井
麻
生
１

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

寺
井
麻
生
１

４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

槌
打

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

大
滝
宮
平
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

大
滝
宮
平
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

大
落
合
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

下
大
血
川

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

下
大
血
川

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。



下
大
血
川

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

落
合
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
落
合

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
落
合

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
落
合

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

赤
谷
日
影
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

宮
平

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

小
倉
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

上
井
戸
沢
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

上
井
戸
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

井
戸
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
１

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-



県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
１

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
１

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
２

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

千
鹿
谷
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

馬
込

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

馬
込

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

三
山
小
金
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
１

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
１

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

横
道

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え



置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

横
道

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

横
道

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

横
道

４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

藤
倉
日
向
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

田
端

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

柏
木

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

柏
木

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

宮
平

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

宮
平

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

岩
殿
沢
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

藤
倉
日
向
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。



岩
殿
沢
２

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

岩
殿
沢
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

-

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

栗
尾
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

犬
木
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

犬
木
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

藤
倉
殿
谷
戸

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

飯
田

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

蛍
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

倉
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

牛
首
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。



牛
首
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ウ
バ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

桐
久
保
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

西
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

中
道
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

外
谷
戸
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

倉
掛
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

境
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

東
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二
反
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二
二
九
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

西
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流



県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

井
戸
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

兵
ノ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

田
坂
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

北
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
芳
渡
り
の
無
名
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

川
戸
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

芳
ヶ
平
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
切
通
の
無
名
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
コ
ブ
タ
萱
の
無
名
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

焼
山
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
ウ
シ
ロ
沢
の
無
名
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え



置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

処
花
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

土
石
流

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
殿
谷
戸

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
川
地
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
川
地
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
大
畑
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
大
畑
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
花
木
平

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
赤
谷
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
赤
谷
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
赤
谷
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
赤
谷
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。



字
田
坂
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
漆
ヶ
崎
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
田
坂
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
中
道

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
漆
ヶ
崎
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
上
松
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
荻
ノ
久
保

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
上
松
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
長
渕

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
中
井

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
初
花

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。



字
明
加
萱

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
切
通
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
切
通
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
高
畑
・
大
グ
ル
ミ

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
川
戸
入

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
芳
渡
り
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
松
井
田
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
蔦
岩
向
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
蔦
岩
向
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
芳
渡
り
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
松
井
田
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
ヨ
シ
ガ
平
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊



県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
切
通
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
ヨ
シ
ガ
平
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

字
高
畑

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

急
傾
斜
地
の
崩
壊

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

土
砂
災
害
特
別
警

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
の
発
生
を

戒
区
域
の
名
称

区
域

原
因
と
な
る
自
然

防
止
す
る
た
め
に
行

現
象
の
種
類

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項

王
冠
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

中
津
川
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

中
津
川
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

中
津
川
３

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧



に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

中
津
川
３

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

槌
打

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

大
滝
宮
平
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

下
大
血
川

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

下
大
血
川

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

小
倉
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

上
井
戸
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

千
鹿
谷
１

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-



秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

千
鹿
谷
２

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

千
鹿
谷
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

千
鹿
谷
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

馬
込

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

三
山
小
金
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
１

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
１

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦



覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

横
道

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

横
道

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-
秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

横
道

３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

横
道

４

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

藤
倉
日
向
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

田
端

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

柏
木

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

柏
木

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-



秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

宮
平

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

宮
平

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

岩
殿
沢
４

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

藤
倉
日
向
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

岩
殿
沢
２

１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

岩
殿
沢
２

２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

-

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

栗
尾
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦



覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

犬
木
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

犬
木
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

藤
倉
殿
谷
戸

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

上
飯
田
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

飯
田

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

牛
首
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

牛
首
沢
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

ウ
バ
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県



秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

桐
久
保
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

西
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

覧
に
供
す
る
。

字
芳
渡
り
の
無
名

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

沢

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

川
戸
ノ
入
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

芳
ヶ
平
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
切
通
の
無
名
沢

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
コ
ブ
タ
萱
の
無

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

名
沢

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧



に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
ウ
シ
ロ
沢
の
無

平
面
図
等
を
埼
玉
県

土
石
流

平
面
図
等
を
埼
玉
県

名
沢

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
赤
谷
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
明
加
萱

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
松
井
田
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
芳
渡
り
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
松
井
田
２

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
ヨ
シ
ガ
平
１

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。

字
切
通
３

平
面
図
等
を
埼
玉
県

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
面
図
等
を
埼
玉
県



秩
父
県
土
整
備
事
務

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

に
供
す
る
。



告 
 

示 

  
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号



告 
 

示 

  
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号



告 
 

示 

  
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号



告 
 

示 

  
鶴
ヶ
島
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号



告 
 

示 

  
鶴
ヶ
島
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立学校への外国語指導助手派遣業務（東部地区） 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   平成 22 年５月６日（木）から平成 23 年１月 31 日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県立学校 23 校及び当該学校長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   入札金額は、１日当たりの単価に予定派遣日数を乗じた額とすること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パー 

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな 

い者であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な 

  資格等に関する公示（平成 20 年埼玉県告示第 1032 号）に基づき、物品等競争 

  入札参加資格者名簿に登載され、Ａ等級又はＢ等級に格付けされた者であるこ 

  と。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加 

  停止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱（平成 21 年４月１日付け入審第 97 号）に基づく入札参加除外措置 

  を受けていない者であること。 

 ⑸ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て、 

  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は 

  破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ 

  ていない者であること。 



 ⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 

  する法律（昭和 60 年法律第 88 号）に基づき、一般労働者派遣事業の許可を受 

  けている者であること。 

 ⑺ 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講ずる体制を整備している者 

  であること。 

 ⑻ 平成 19 年４月１日以降に、地方公共団体から本件業務と同様の業務を請け負 

  い、すべて誠実に履行した実績のある者であること。 

 ⑼ 仕様書の要求する外国語指導助手を契約履行開始日までに確実に確保できる 

  体制及び当該外国語指導助手が休暇、病気などの理由により業務に従事できな 

  い場合に代替外国語指導助手を派遣できる体制を整備している者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所 

  並びに問い合わせ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 埼玉県教育局 

  県立学校部高校教育指導課教育指導担当 杉田、森 電話 048-830-7391（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番１号 自治会館地下Ｂ01 平成 22 

  年４月１日（木）午後２時 

 ⑷ 郵便による場合の入札書のあて先及び受領期限 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課教育指導担当 平成 22 年３月 31 日 

  （水）午後５時 

   なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数がある 

   ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、入札保証金の率（100 

   分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭 

   和 39 年埼玉県規則第 18 号。以下「財務規則」という。）第 93 条第２項の規 

   定に該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数 



   があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、契約保証金の率 

   （100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規則第 

   81 条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑵ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を 

  上記３⑴の提出場所に平成 22 年３月 19 日（金）午後５時までに提出し、競争 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、 

  提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第 97 条の規定に該当する入札書 

 ⑷ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑸ 落札者の決定方法 

財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑹ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を 

  受注者に支払うものとする。 

 ⑺ 特記事項 

   平成 22 年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当 

該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 ⑻ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 



告 
 

示 

  
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 
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埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立学校への外国語指導助手派遣業務（南部地区） 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   平成 22 年５月６日（木）から平成 23 年１月 31 日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県立学校 24 校及び当該学校長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   入札金額は、１日当たりの単価に予定派遣日数を乗じた額とすること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パー 

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな 

  い者であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な 

  資格等に関する公示（平成 20 年埼玉県告示第 1032 号）に基づき、物品等競争 

  入札参加資格者名簿に登載され、Ａ等級又はＢ等級に格付けされた者であるこ 

  と。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加 

  停止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱（平成 21 年４月１日付け入審第 97 号）に基づく入札参加除外措置 

  を受けていない者であること。 

 ⑸ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て、 

  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は 

  破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ 

  ていない者であること。 



 ⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 

  する法律（昭和 60 年法律第 88 号）に基づき、一般労働者派遣事業の許可を受 

  けている者であること。 

 ⑺ 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講ずる体制を整備している者 

  であること。 

 ⑻ 平成 19 年４月１日以降に、地方公共団体から本件業務と同様の業務を請け負 

  い、すべて誠実に履行した実績のある者であること。 

 ⑼ 仕様書の要求する外国語指導助手を契約履行開始日までに確実に確保できる 

  体制及び当該外国語指導助手が休暇、病気などの理由により業務に従事できな 

  い場合に代替外国語指導助手を派遣できる体制を整備している者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所 

  並びに問い合わせ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 埼玉県教育局 

  県立学校部高校教育指導課教育指導担当 杉田、森 電話 048-830-7391（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番１号 自治会館地下Ｂ01 平成 22 

  年４月１日（木）午後２時 30 分 

 ⑷ 郵便による場合の入札書のあて先及び受領期限 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課教育指導担当 平成 22 年３月 31 日 

  （水）午後５時 

   なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数がある 

   ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、入札保証金の率（100 

   分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭 

   和 39 年埼玉県規則第 18 号。以下「財務規則」という。）第 93 条第２項の規 

   定に該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数 



   があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、契約保証金の

率（100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規則

第 81 条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑵ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を  

上記３⑴の提出場所に平成 22 年３月 19 日（金）午後５時までに提出し、競争 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、  

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第 97 条の規定に該当する入札書 

 ⑷ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑸ 落札者の決定方法 

   財務規則第 94 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最 

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑹ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を 

  受注者に支払うものとする。 

 ⑺ 特記事項 

   平成 22 年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当  

該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 ⑻ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立学校への外国語指導助手派遣業務（西部地区） 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   平成 22 年５月６日（木）から平成 23 年１月 31 日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県立学校 18 校及び当該学校長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   入札金額は、１日当たりの単価に予定派遣日数を乗じた額とすること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな 

  い者であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な 

  資格等に関する公示（平成 20 年埼玉県告示第 1032 号）に基づき、物品等競争 

  入札参加資格者名簿に登載され、Ａ等級又はＢ等級に格付けされた者であるこ 

  と。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加 

  停止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱（平成 21 年４月１日付け入審第 97 号）に基づく入札参加除外措置 

  を受けていない者であること。 

 ⑸ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て、 

  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は 

  破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ 

  ていない者であること。 



 ⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 

  する法律（昭和 60 年法律第 88 号）に基づき、一般労働者派遣事業の許可を受 

  けている者であること。 

 ⑺ 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講ずる体制を整備している者 

  であること。 

 ⑻ 平成 19 年４月１日以降に、地方公共団体から本件業務と同様の業務を請け負 

  い、すべて誠実に履行した実績のある者であること。 

 ⑼ 仕様書の要求する外国語指導助手を契約履行開始日までに確実に確保できる 

  体制及び当該外国語指導助手が休暇、病気などの理由により業務に従事できな 

  い場合に代替外国語指導助手を派遣できる体制を整備している者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所 

  並びに問い合わせ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 埼玉県教育局 

  県立学校部高校教育指導課教育指導担当 杉田、森 電話 048-830-7391（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番１号 自治会館地下Ｂ01 平成 22 

  年４月１日（木）午後３時 

 ⑷ 郵便による場合の入札書のあて先及び受領期限 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課教育指導担当 平成 22 年３月 31 日 

  （水）午後５時 

   なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数がある 

   ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、入札保証金の率（100 

   分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭 

   和 39 年埼玉県規則第 18 号。以下「財務規則」という。）第 93 条第２項の規 

   定に該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数 



   があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、契約保証金の率 

   （100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規則第 

   81 条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑵ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を 

  上記３⑴の場所に平成 22 年３月 19 日（金）午後５時までに提出し、競争入札 

  参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、提出 

  した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第 97 条の規定に該当する入札書 

 ⑷ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑸ 落札者の決定方法 

財務規則第 94 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最  

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑹ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を  

受注者に支払うものとする。 

 ⑺ 特記事項 

   平成 22 年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当  

該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 ⑻ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立学校への外国語指導助手派遣業務（北部地区） 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   平成 22 年５月６日（木）から平成 23 年１月 31 日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県立学校 18 校及び当該学校長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   入札金額は、１日当たりの単価に予定派遣日数を乗じた額とすること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな 

  い者であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な 

  資格等に関する公示（平成 20 年埼玉県告示第 1032 号）に基づき、物品等競争 

  入札参加資格者名簿に登載され、Ａ等級又はＢ等級に格付けされた者であるこ 

  と。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加 

  停止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排 

  除措置要綱（平成 21 年４月１日付け入審第 97 号）に基づく入札参加除外措置 

  を受けていない者であること。 

 ⑸ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て、 

  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は 

  破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われ 

  ていない者であること。 



 ⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 

  する法律（昭和 60 年法律第 88 号）に基づき、一般労働者派遣事業の許可を受 

  けている者であること。 

 ⑺ 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講ずる体制を整備している者 

  であること。 

 ⑻ 平成 19 年４月１日以降に、地方公共団体から本件業務と同様の業務を請け負 

  い、すべて誠実に履行した実績のある者であること。 

 ⑼ 仕様書の要求する外国語指導助手を契約履行開始日までに確実に確保できる 

  体制及び当該外国語指導助手が休暇、病気などの理由により業務に従事できな 

  い場合に代替外国語指導助手を派遣できる体制を整備している者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所 

  並びに問い合わせ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 埼玉県教育局 

  県立学校部高校教育指導課教育指導担当 杉田、森 電話 048-830-7391（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番１号 自治会館地下Ｂ01 平成 22 

  年４月１日（木）午後３時 30 分 

 ⑷ 郵便による場合の入札書のあて先及び受領期限 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課教育指導担当 平成 22 年３月 31 日 

  （水）午後５時 

   なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数がある 

   ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、入札保証金の率（100 

   分の５以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭 

   和 39 年埼玉県規則第 18 号。以下「財務規則」という。）第 93 条第２項の規 

   定に該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、入札金額の 100 分の 105 に相当する額（１円未満の端数 



   があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）に、契約保証金の率 

   （100 分の 10 以上）を乗じた額を納付するものとする。ただし、財務規則第 

   81 条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑵ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を 

  上記３⑴の提出場所に平成 22 年３月 19 日（金）午後５時までに提出し、競争 

  入札参加資格の確認を受けなければならない。また、入札事務の担当者から、 

  提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑶ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第 97 条の規定に該当する入札書 

 ⑷ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑸ 落札者の決定方法 

   財務規則第 94 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最 

  低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑹ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を 

  受注者に支払うものとする。 

 ⑺ 特記事項 

   平成 22 年度の歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当 

  該金額に減額等があったときは、調達手続を延期し、又は停止することがある。 

 ⑻ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

四
百
七
号 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
駒
形
一
一
二
五

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
宮
鼻
字
代
正

寺
五
四
番
四
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

二
三
・
五
八
～
三
七
・
三
〇 

二
三
・
五
八
～
二
四
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
六
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
橋
設
置
に
伴
う

区
域
変
更
。
県
道
岩
殿

観
音
南
戸
守
線
、県
道

石
坂
高
坂
停
車
場
線

と
重
複
。 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

岩
殿
観
音
南
戸
守
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
駒
形
一
一
一
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
正
代
字
駒
形

一
一
一
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

二
三
・
五
八
～
三
七
・
三
〇 

二
三
・
五
八
～
二
四
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
六
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
橋
設
置
に
伴
う

区
域
変
更
。
国
道
四
〇

七
号
、
県
道
石
坂
高
坂

停
車
場
線
に
重
複
。 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

石
坂
高
坂
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
駒
形
一
一
一
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
正
代
字
駒
形

一
一
一
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

二
三
・
五
八
～
三
七
・
三
〇 

二
三
・
五
八
～
二
四
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
六
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
橋
設
置
に
伴
う

区
域
変
更
。
国
道
四
〇

七
号
、
県
道
岩
殿
観
音

南
戸
守
線
に
重
複
。 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

小 

川 

倫 

正 

一 

道
路
の
種
類  

国
道 

二 

路

線

名  

二
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 

                      



         

新 旧 

旧 
新 
別 

 
大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
上
六
反
田
二

五
四
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
富
田

字
上
六
反
田
二
五
四
五
番
三
地
先
ま
で 

  
区 

 
 
 

間 

  

三
七
・
八
四
～ 

 
 
 
 

九
三
・
八
七 

 
 

三
七
・
八
四
～ 

 
 
 
 

一
一
六
・
八
八 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    
 

七
二
・
三
四 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  
  

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事 

  

備 
 
 
考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
九
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日 

 
 

第
二
一
〇
一
七
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂
本
郷
字
宿
一
七
九
―
七
、
―
一
一
、
―
一
二
、
―
一
三
、
―
一

四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂
本
郷
一
八
三 

 
 

下
田 

芳
太
郎 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
六
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
五
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
三
箇
字
大
蔵
一
三
二
八
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
福
生
市
熊
川
三
八
一
―
三 

フ
ラ
ッ
ツ
藤
一
〇
一
号
室 

 
 

田
嶋 

嘉
人 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
七
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
五
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
上
大
崎
字
上
七
〇
五
―
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
篠
津
一
二
四
七
―
三 

 

 
 

八
島 

利
幸 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
七
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
五
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
大
字
上
内
字
宿
一
一
一
八
―
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

久
喜
市
古
久
喜
一
三
―
一
―
一
〇
二 

 
 

染
谷 

雄
一 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
六
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
五
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
大
字
外
野
字
裏
四
四
八
―
一
、
―
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

幸
手
市
千
塚
三
九
五 

 
 

武
藤 

き
ぬ
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
五
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
四
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
六
一
二
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
七
九
三
番
地
一 

 
 

山
中 

健
一
・
山
中 

弘
美 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
八
七
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日 

 
 

第
四
五
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
並
塚
字
南
前
六
〇
〇 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

春
日
部
市
栄
町
三
―
二
〇
二 

グ
ラ
ン
ハ
イ
ム
フ
ォ
レ
ス
ト
Ｂ
棟
一
〇
一 

 
 

関
根 

一
芳 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
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